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大鰐町
広報誌

月

■作詞家の渡辺なつみ氏（中）が来庁（４月24日・町長室）

●大鰐町ホームページアドレス　http://www.town.owani.lg.jp

■つつじ記念植樹（５月８日・茶臼山公園）

「茶臼山へつつじ植樹」
年々、植樹されるつつじが

減っていくけれど

いつまでも

いつまでも

みんなとともに

元気でありますように
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■　町の話題　■

話題
Ｔ ｏ ｐｉｃｓ

交通安全祈願祭が４月６日早朝、大円寺で行なわ
れた

つ
つ
じ
の
記
念
植
樹

 

町
主
催
の
つ
つ
じ
記
念
植
樹
が

５
月
７
日
、
大
鰐
中
学
校
（
小
野
博

一
校
長
）の
新
一
年
生
72
名
が
参
加

し
て
、茶
臼
山
公
園
で
行
な
わ
れ
ま

し
た
。

　
こ
の
日
は
、頂
上
駐
車
場
か
ら
園

内
へ
の
遊
歩
道
沿
い
に
胡
蝶
の
舞
、

宮
城
野
な
ど
、
５
種
、
90
本
の
苗
木

が
植
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
開
催
に
あ
た
り
、山
田
町
長
が「
こ

の
植
樹
は
48
回
目
と
な
る
。
皆
さ

ん
の
先
輩
が
植
樹
を
続
け
て
き
た

こ
と
で
、今
で
は
つ
つ
じ
の
名
所
と

な
っ
た
。
元
気
に
皆
さ
ん
の
成
長

と
と
も
に
育
つ
こ
と
を
祈
り
ま
す
」

と
、
挨
拶
。
　

　
ま
た
、津
軽
森
林
管
理
署
の
佐
山

光
則
署
長
が「
町
の
８
割
は
森
林
で

す
。
森
林
は
地
球
温
暖
化
防
止
や
、

人
々
の
心
を
癒
す
大
切
な
役
目
を

担
っ
て
い
る
。
つ
つ
じ
を
植
え
る

こ
と
で
、
木
の
役
割
に
つ
い
て
、
考

え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
い

ま
す
」
と
、
説
明
。

　
生
徒
ら
は
、津
軽
森
林
管
理
署
職

員
の
指
導
の
も
と
苗
木
を
植
え
、自

分
の
将
来
の
夢
や
目
標
を
記
し
た

名
札
を
取
り
付
け
て
、と
も
に
成
長

す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
し
た
。

交
通
安
全
祈
願
祭

　
大
鰐
町
交
通
安
全
協
会
（
会
長

山
田
範
正
）
主
催
に
よ
る
交
通
安

全
祈
願
祭
が
、
春
の
全
国
交
通
安

全
運
動
の
初
日
と
な
る
４
月
６
日

早
朝
、大
円
寺
で
協
会
会
員
、黒
石

警
察
署
員
、
大
鰐
町
交
通
安
全
母

の
会
な
ど
関
係
団
体
の
40
人
程
が

出
席
し
て
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
山
田
会
長
は
「
子
ど
も
や
高
齢

者
が
交
通
事
故
な
ど
に
遭
わ
な
い

よ
う
活
動
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
」

と
述
べ
、山
田
町
長
が「
４
月
８
日

か
ら
は
新
入
生
が
通
学
を
始
め
ま

す
。
町
の
安
全
安
心
の
た
め
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
た
い
」
と
挨
拶
。

黒
石
署
の
佐
々
木
重
喜
署
長
が「
管

内
の
交
通
事
故
ゼ
ロ
を
目
指
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
」と
、呼
び
掛
け
ま

し
た
。

春
の
叙
勲

瑞
宝
単
光
章

【
消
防
功
労
】

前
田
利
正
氏
（
72
歳
・
宿
川
原
）

　
前
田
氏
は
、昭
和
36
年
に
大
鰐
町

消
防
団
に
入
団
以
来
、平
成
12
年
大

鰐
町
消
防
団
団
附
分
団
長
と
し
て

退
団
す
る
ま
で
の
39
年
余
り
に
亘

り
、
地
域
消
防
活
動
、
並
び
に
消
防

施
設
整
備
の
充
実
に
尽
力
す
る
と

と
も
に
貢
献
さ
れ
た
功
績
に
対
し

て
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　
氏
の
略
歴
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

【
略
歴
】

▽
昭
和
16
年
　
宿
川
原
に
生
ま
れ

る

▽
昭
和
36
年
３
月
１
日
　
大
鰐
町

消
防
団
団
員

▽
昭
和
53
年
５
月
30
日
　
大
鰐
町

消
防
団
班
長

▽
昭
和
56
年
１
月
10
日
　
大
鰐
町

消
防
団
部
長

▽
昭
和
62
年
４
月
１
日
　
大
鰐
町

消
防
団
副
分
団
長

▽
昭
和
63
年
～
平
成
12
年
　
大
鰐

町
消
防
団
分
団
長

▽
昭
和
63
年
３
月
25
日
　
青
森
県

知
事
よ
り
永
年
勤
続
功
労
章
を
授

与
。

▽
平
成
４
年
３
月
26
日
　
日
本
消

防
協
会
長
よ
り
勤
続
章
を
授
与
。

▽
平
成
２
年
10
月
21
日
　
青
森
県

消
防
協
会
長
よ
り
功
労
章
を
授
与
。

▽
平
成
11
年
３
月
24
日
　
日
本
消

防
協
会
長
よ
り
精
績
章
を
授
与
。

▽
平
成
11
年
３
月
24
日
　
消
防
庁

長
官
よ
り
永
年
勤
続
功
労
章
を
授

与
。

　
春
の
叙
勲
受
章
者
が
内
閣
府
か

ら
発
表
と
な
り
、
当
町
か
ら
前
田

利
正
氏
が
瑞
宝
単
光
章
を
受
章
さ

れ
ま
し
た
。
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Ｔ ｏ ｗ ｎ

町の

　町では、平成20年度に「大鰐

町ふるさとづくり寄附条例」

を制定しました。この条例は、

豊かな地域資源の保全及び活

用と地域おける住民の福祉の

増進を図るために寄附金を募

り、それを財源に寄附を通じ

た住民参加型の地方自治を実

現し、地域間交流を図り、個性

豊かな活力あるまちづくりに

資することを目的とした条例

です。

「大鰐町ふるさとづくり寄附」の運用

状況の公表

●税務課だより

【平成25年度の運用状況】

寄附件数・・・・ ８件

寄附金・・・・・・ 372,500円

　寄附金は「大鰐町ふるさと

づくり基金」に積立し、前述の

目的のため活用されます。

　今後も寄附へのご協力をお

願いいたします。

　※「寄附申込書」は、町役場

税務課の窓口に用意してあり

ます。

■詳しくは　町役場税務課

48－2111内線413・414

防
犯
清
掃
を
実
施

　
毎
年
恒
例
と
な
っ
て
い
る
、大
鰐

町
大
鰐
婦
人
会（
会
長
・
長
内
幸
子
）

の
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
25
人
程
が

４
月
16
日
、大
鰐
温
泉
駅
前
、鰐come

な
ど
の
清
掃
活
動
を
実
施
し
ま
し

た
。
　

　
長
内
会
長
は「
町
を
き
れ
い
に
す

る
こ
と
は
、自
分
達
の
心
を
き
れ
い

に
す
る
こ
と
と
活
動
を
続
け
て
き

た
。
町
の
玄
関
の
駅
が
き
れ
い
だ

大
鰐
町
福
祉
避
難
所

の
確
保
に
関
す
る
協

定
を
締
結

　
大
鰐
町
福
祉
避
難
所
の
確
保
に

関
す
る
協
定
締
結
式
が
３
月
25
日
、

町
役
場
議
場
に
お
い
て
、町
と
弘
前

市
、
平
川
市
、
町
内
の
福
祉
事
業
所

（
12
事
業
所
）
間
で
行
な
わ
れ
ま
し

た
。

　
山
田
町
長
と
事
業
者
代
表
者
ら

が
協
定
書
に
署
名
押
印
し
、福
祉
避

難
所
の
指
定
書
が
各
事
業
所
に
山

田
町
長
よ
り
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

　
町
担
当
課
よ
り
、福
祉
避
難
所
開

設
へ
の
経
過
報
告
な
ど
が
行
な
わ

れ
、
山
田
町
長
が
「
災
害
時
に
は
助

け
合
い
が
大
切
。
一
般
者
に
比
べ

普
段
の
生
活
が
困
難
で
す
の
で
、町

の
施
設
だ
け
で
は
対
応
が
不
可
能

で
す
。
皆
様
方
の
ご
協
力
が
必
要

と
な
り
ま
す
」
と
、
あ
い
さ
つ
。

　
事
業
者
を
代
表
し
て
（
福
）
北
光

会
の
小
田
桐
磨
園
長
が
「
以
前
、
災

害
時
に
１
週
間
ほ
ど
避
難
者
を
お

預
り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、心

に
寄
り
添
う
介
護
が
必
要
と
感
じ

た
。
心
の
安
全
を
確
保
す
る
為
に

も
、協
力
し
合
い
な
が
ら
と
考
え
ま

す
」
と
、
語
っ
て
い
ま
し
た
。

と
町
の
印
象
も
良
く
、犯
罪
の
抑
止

に
繋
が
る
。
今
年
度
は
４
月
16
日
、

５
月
７
日
、６
月
４
日
、７
月
２
日
、

８
月
６
日
、９
月
３
日
、10
月
１
日
、

11
月
５
日
を
予
定
し
て
い
ま
す
の

で
、ど
な
た
で
も
気
軽
に
参
加
を
」

と
、
呼
び
か
け
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、参
加
者
は「
年
々
、マ
ナ
ー

が
良
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
気
持

ち
よ
く
、き
れ
い
に
使
っ
て
も
ら
え

れ
ば
」
と
、
話
し
て
い
ま
し
た
。
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■　警察署・消防だより　■

消防署　南分署

48－2108

平成26年度全国統一防火標語　

もういいかい

火を消すまでは　まあだだよ　

危
険
物
安
全
週
間

６
月
８
日
～
14
日

　
「
危
険
物 

読
み
は
ま
っ
す
ぐ 

ゼ
ロ
災
害
」
を

統
一
標
語
に
全
国
一
斉
に
危
険
物
安
全
週
間
が

実
施
さ
れ
ま
す
。

　
近
年
、全
国
的
に
石
油
類
な
ど
危
険
物
を
取
り

扱
う
際
の
事
故
が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
事
故
の
原
因
は
、誤
っ
た
取
り
扱
い
や
う
っ
か

り
ミ
ス
な
ど
人
的
要
因
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　
危
険
物
を
取
り
扱
う
と
き
は
、安
全
を
再
確
認

す
る
よ
う
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
消
防
本
部
で
は
、危
険
物
安
全
週
間
期
間

中
、危
険
物
関
係
事
業
所
の
消
防
訓
練
や
立
入
検

査
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
は
　
消
防
本
部
予
防
課（
本
町
２

番
地
１
）

32
―
５
１
０
４

危
険
物
取
扱
者
保
安

講
習

　
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
を
受
け
、危
険
物

の
製
造
所
や
貯
蔵
所
お
よ
び
取
扱
所
で
危
険
物

の
取
り
扱
い
作
業
に
従
事
し
て
い
る
人
は
、定
め

ら
れ
た
期
間
内
に
保
安
講
習
を
受
講
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
該
当
す
る
人
は
、受
講
の
申
請
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

▽
と
き
　
７
月
10
日
（
木
）

▽
と
こ
ろ
　
岩
木
文
化
セ
ン
タ
ー「
あ
そ
べ
ー
る
」

（
弘
前
市
大
字
賀
田
１
丁
目
18
番
地
４
）

▽
講
習
種
別

①
給
油
取
扱
所
関
係
＝
給
油
取
扱
所
で
危
険
物

の
取
り
扱
い
作
業
に
従
事
し
て
い
る
人

②
一
般
取
扱
所
関
係
＝
①
以
外
の
危
険
物
施
設

で
危
険
物
の
取
り
扱
い
作
業
に
従
事
し
て
い
る

人▽
受
講
期
限

①
免
状
交
付
日
ま
た
前
回
講
習
日
以
後
の
最
初

の
４
月
１
日
か
ら
３
年
以
内
　

②
新
た
に
危
険
物
取
り
扱
い
作
業
に
従
事
す
る

こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
１
年
以
内

▽
受
付
期
間
　
６
月
９
日
～
６
月
23
日

▽
受
講
料
　
４
７
０
０
円

■
申
請
書
配
付
・
問
い
合
わ
せ
は
　
消
防
本
部
予

防
課
（
本
町
２
番
地
１
）

32
―
５
１
０
４

弘
前
地
区
消
防
事
務
組
合
消

防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

　　
東
消
防
署
は
隣
（
北
側
）
の
新
庁
舎
へ
引
っ
越
し

ま
し
た
！
　

　
５
月
27
日
か
ら
新
庁
舎
で
の
暫
定
運
用
を
開
始

し
ま
し
た
。

　
な
お
、
全
面
供
用
開
始
ま
で
の
間
、
旧
庁
舎
の
解

体
工
事
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
工
事
を
引
き
続
き

行
い
ま
す
。
年
内
は
、
工
事
で
不
便
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　
来
庁
舎
用
の
出
入
口
は
こ
れ
ま
で
と
変
更
あ
り

ま
せ
ん
。
国
道
７
号
側
の
通
路
は
緊
急
車
両
専
用

と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
住
所
や
電
話
番
号
、
フ
ァ
ク
ス
番
号
は
こ
れ
ま

で
と
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　
住
所
／
弘
前
市
大
字
城
東
中
央
５
丁
目
６
番
地

１
１
　

27
―
１
１
５
１
　
フ
ァ
ク
ス

27
―
８

７
７
３
　

■
問
い
合
わ
せ
は
　
東
消
防
署
ま
た
は
消
防
本
部

総
務
課

32
―
５
１
０
２

もういいかい

火を消すまでは　まあだだよ　
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『
振
り
込
め
詐
欺
』
等
不
審
な
電
話
に
ご
注
意
! 

お
か
し
い
な
と
思
っ
た
ら
黒
石
警
察
署
大
鰐
分
庁
舎
ま
で

黒石警察署
大鰐分庁舎
だより

48－2241

■黒石警察署大鰐分庁舎管内交通事故発生状況（平成26年４月末累計）

０

　０

　０

　７

　　１

　０

　１

　－２

　

２

 ０

　２

　９

発生件数

死者

傷者

人
身
事
故

大鰐町大鰐分庁舎管内

物件事故

26年前年比26年 前年比

０

　０

０

　－１

　

犯罪被害に遭わないために、自主防衛

意識を高めましょう！
A A A

「まさか・・・被害に遭うはずがない」

　を↓
A A A A A A

「もしかしたら・・・被害に遭うかもし

れない」

●「ながら歩き」は危険

　携帯電話を操作しながら、音楽プ

レーヤーを聞きながらは注意力が散

漫になり危険です。

●暗い夜道の一人歩きは危険

・遠回りでも人通りのある明るい道を

歩きましょう。

・遅くなったらタクシーなどを利用し

ましょう。

●防犯ブザーはあなたを守る安全

グッズです。ぜひ携帯しましょう。

●自分の安全は自分で守りましょう。

■青い森のセーフティネットメル

マガ会員　大募集!!

　青森県警察メールマガジン「青い森

のセーフティネット」が、変わりま

す!!

　現行のメルマガは、

●登録手続きがわかりづらい

●広告メールが送信される

●情報量が少ない

●他の地域の情報は必要ないのに送

信される

　などの声が寄せられていました。

　そこで・・・より使いやすく、より多

くの情報を県民の皆さまに提供する

ために、県警メルマガ「青い森のセー

フティネット」がリニューアルされます。

　これからは、

●登録手続きが簡単・・・ＱＲコードか

らアドレスを読み取り、空メールを送

信するだけで、簡単に登録出来ます。

●広告メール・・・一切配信されませ

ん。

●配信情報の拡充・・・各種犯罪情報の

ほか新たに「お知らせ情報」が加わり、

「地域安全情報」と「ＰＲ情報が配信さ

れます。

　例えば、「地域安全情報」では、交通

規制情報や災害情報等が、「ＰＲ情報」

では、警察官採用情報や各種イベント

情報、音楽隊の活動情報等が配信され

ます。

●配信地区の選択・・・登録者が配信地

区を選択できます。

■子供と女性を性犯罪被害から守

ろう！

　夏が近づくと日が長くなり行動時間

帯が伸びること、薄着になることなど

から、子供や女性を狙った犯罪が増加

する傾向にあります。

【声かけ事案等の発生状況】

・小学生が約６割を占めています。

・子供達の登下校時に多発しています!!

Ｈ24年 Ｈ25年 前年比

件　数 231件 211件 －20件

被害者 342人 280人 －62人

・県内でも多くの性犯罪等が発生して

います。

50

40

30

20

10

　0

　県警では、様々な警察情報を迅速・

的確に皆様に提供したいと考えてお

ります。

　配信された警察情報を活用してい

ただき、是非お住まいの地域の事件事

故防止や子供の見守り活動等にお役

立てください。

■シートベルト・チャイルドシート

で命を守ろう

　道路交通法により、自動車の運転者

は、

●備え付けられたシートベルトを装

着しないで運転してはならないこと。

●備え付けられたシートベルトを装

着しない人を乗せて運転してはなら

ないこと。

●チャイルドシートを使用しない６

歳未満の幼児を乗せて運転してはな

らないこと。

　が定められています。

　平成20年６月に道路交通法が改正

され、すべての座席でのシートベルト

の装着が義務化されました。

　自分の車のスピードが遅くても、相

手の車のスピードが速ければ、当然衝

突の衝撃は大きくなります。

　また、車は鉄の塊であり、その走る

エネルギーは、人間の体では到底支え

られるものではありません。

　シートベルトについては、運転者が

自分と自分の同乗者の「命を守る」と

いう意識を持ち、すべての座席での

シートベルト・チャイルドシート着用

をお願いします。

■道路交通法の一部が改正されます

平成25年６月14日公布／平成26年６月

１日施行予定　　　

【一定の病気等にかかる運転者対策】

●運転免許取得・更新時に、一定の病

気等の症状に関する「質問票」の提出

義務⇒　虚偽記載　一年以下の懲役

または30万円以下の罰金

●診察した者が一定の病気等に該当

すると認知した時⇒　医師による任

意の届け出制度

●一定の病気等に該当する疑いがあ

ると認められる時　※一定の要件を

満たした場合に限る⇒　免許の効力

暫定停止制度

【性犯罪等の発生状況】

強姦 強制わい
せつ

公然わい
せつ

５

27

46

平成25年認知件数
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■申請方法

●申請先　　大鰐町役場保健福祉課「臨時福祉給付金」窓口

　　　　　　大鰐町役場保健福祉課「子育て世帯臨時特例給付金」窓口

　　　　　　（平成26年１月１日時点で住民票が大鰐町にある方が対象です。）

●申請期間　「臨時福祉給付金」は･･････････････ 平成26年７月１日（火）～10月１日（水）

　　　　　　「子育て世帯臨時特例給付金」は･･･ 平成26年６月２日（月）～９月２日（火）

《申請書》

　臨時福祉給付金の申請書は税務課よ

り通知される非課税である旨の通知に

同封して郵送します。

　子育て世帯臨時特例給付金の申請書

は児童手当現況届の際に保健福祉課窓

口にてお渡しします。

　また、保健福祉課窓口においても申

請書を受け取ることが可能です。

　｢臨時福祉給付金｣（簡素な給

付措置） や｢子育て世帯臨時

特例給付金｣ の“振り込め詐

欺”や“個人情報の詐取”にご注

意ください。

　ご自宅や職場などに市町村

や厚生労働省（の職員）などを

かたった電話がかかってきた

り、郵便が届いたら、迷わず、お

住まいの市町村や最寄りの警

察署（または警察相談専用電話

(♯9110)）にご連絡ください。

●給付金の受取方法　申請書に記載した指定口座に入金されます。

　※金融機関口座を持っていないなど、振込みによる支給が困難な場合には窓口で受け

取ることができます。

【ご注意】

　受け取ることができるのはどちらか１つの給付金です。

　原則として、申請期間外の申請や平成26年１月１日時点で大鰐町に住

民票がない方の申請は受け付けられませんのでご注意ください。

　※一定の住居を持たない方でいずれの市区町村にも住民票がない方

については、平成26年１月２日以降であっても大鰐町で住民票の手続を

行えば申請を行うことができます。

　※ＤＶ被害者や児童福祉施設等に入所している児童等で、他の市区町

村から住民票を移さずに大鰐町にお住まいの方については、大鰐町で申

請を受け付けることができる場合がありますのでご相談ください。

　申請期間などは、各市区町村により異なります。大鰐町以外が申請先

となる方は、事前にその市区町村に問い合わせるか、ホームページなど

で確認するようにしてください。

　老齢基礎年金など、臨時福祉給付金の加算対象の年金・手当等の裁定

等の請求が可能で、まだ行っていない方は、平成26年９月30日までに裁

定等の請求を行っていただく必要があります。

■問い合わせ先

●申請方法に関するお問い合わせは・・・

大鰐町役場保健福祉課「臨時福祉給付金」窓口48-2111内線334（担当・長利）　　

「子育て世帯臨時特例給付金」窓口48-2111内線303（担当・野呂）　

●制度に関するお問い合わせは･･･

厚生労働省　２つの給付金に関する専用ダイヤル0570（037）192

※１

《本人確認書類》

　住民基本台帳カード、運転免許証、旅

券等の写し

※１

《指定した口座が確認できる書類》

　金融機関名、口座番号、口座名義人

（カナ）がわかる通帳やキャッシュカー

ドの写し

●提出書類

　「子育て世帯臨

時特例給付金」の

受け取りの為に

児童手当の受取

口座を指定する

場 合 は 、こ れ ら

（※１）の確認書

類は不要です。

●保健福祉課だより

■　保健福祉課だより　■
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臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金のご案内

■臨時福祉給付金とは

　消費税率の引き上げに伴い、所得の

低い方々への負担の影響に鑑み、暫定

的・臨時的な措置として実施します。

■子育て世帯臨時特例給付金とは

　消費税率の引き上げに伴い、子育て世帯へ

の影響を緩和するとともに、子育て世帯の消

費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措

置として実施します。

※受け取ることができるのはどちらか１つの給付金です。

【子育て世帯臨時特例給付金の支給要件】

●支給対象者･･･

次のどちらの要件も満たす方が対象です。

①平成26年１月分の児童手当または特例給付を受給

②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満

●対象児童･･･

支給対象者の平成26年１月分の児童手当・特例給付

の対象となる児童

ただし、

・臨時福祉給付金の対象となる児童

・生活保護の受給者となっている児童　

などは除きます。

●支給額･･･

対象児童１人につき　10,000円

【臨時福祉給付金の支給要件】

●支給対象者･･･

　平成26年度分の市町村民税（均等割）が課税さ

れていない方が対象です。

ただし、

・課税されている方に扶養されている場合

・生活保護の受給者である場合

などは除きます。

支給額･･･

・１人につき　10,000円

・下記の《加算対象者》は１人につき5,000円を加算

（老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等

の受給者。児童扶養手当、特別障害者手当等の受

給者など）

Ｑ：自分が住民税が課税されているかどうか、ど

うすれば分かりますか？

Ａ：例えば、

・ご自身の給与支給明細書の「住民税」の項目に

課税額が記載されている場合

・介護保険料決定通知書に記載されている「保険

料の段階」で５段階以上となっている場合には、

基本的に住民税が課税されています。

　なお、今年度に限り町税務課より非課税の方

に対し、非課税である旨の通知が６月下旬に送

付される予定ですので、参考にしてください。

Ｑ：基準日（平成2 6年１月１日）の翌日以降に

引っ越した場合の給付金の受取はどうなります

か？

Ａ:今回の２つの給付金は基準日（平成26年１月

１日）時点で住民票のある市区町村から給付金

が支給されます。具体的な申請期間や手続につ

いては、基準日時点でお住まいの市区町村にお問

い合わせください。

Ｑ：基準日（平成26年１月１日）以降に生まれた方

や亡くなられた方は給付金の対象になりますか。

Ａ:

［臨時福祉給付金］・・・基準日（平成26年１月１日）

に生まれた方は給付金の対象になりますが、基準

日の翌日以降に生まれた方は対象となりません。

また、基準日から支給決定がされるまでの間に亡

くなられた方も、臨時福祉給付金の対象にはなり

ません。

［子育て世帯臨時特例給付金］･･･基準日に生まれ

た児童は対象児童となりますが、基準日の翌日以

降に生まれた児童は対象児童となりません。ま

た、基準日から支給決定がされるまでの間に亡く

なられた対象児童も子育て世帯臨時特例給付金

の対象児童にはなりません。

Ｑ＆Ａ

●保健福祉課だより

●―――広報　おおわに・平成26年６月号―――●
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■　農林課・行事予報・津軽広域連合だより　■

VOl.57

市町村イベントカレンダー

津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・
田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害程度
区分判定審査ほか、各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を
共同で実施する特別地方公共団体です。

たくさんの名車が集結

温泉街を眼下に見ながら、小高い丘を縫うように
遊歩道は続きます

６・７・８月の主なイベント
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テ
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○６月30日まで　板柳町ふるさとセンター

農業収穫体験　カラフルなミニトマトの収

穫体験は１人200円。利用可能日や時間は問

い合わせください。　板柳町ふるさとセン

ター72‐1500

○15日　歩こう弥生時代を！足型たどって

足跡たどって　埋文見学や遺跡散策、料理な

どで弥生時代に触れてみませんか。申し込

みは６月10日まで。　田舎館村総合案内所

「遊稲の館」58‐4689

○21日　第９回古都ひろさき花火の集い　

悪戸河川敷運動公園を会場に開催！大輪の

花火が初夏の弘前を彩ります。　同実行委

員会事務局（弘前商工会議所内）33‐4111

○21～22日　2014カヌースラローム・ワイル

ドウォータージャパンカップ　国内最高峰

のカヌー大会。全国各地から集まった選手

たちが、激流に挑み熱戦を繰り広げます。　

同実行委員会事務局（西目屋村教育委員会

内）85‐2858

○22日　たけのこマラソン大会（平川市）　

老若男女問わず参加できます。終了後は、た

けのこ汁と温泉を楽しめます。　同実行委

員会46‐2104

○29日　第15回よさこい津軽　今年も土手

町通りを会場に開催！躍動感あふれる演舞

で魅了します。　同実行委員会事務局（弘前

商工会議所内）33‐4111

○29日　ふじワングランプリ2014　Ｂ-１形

式で町店舗・団体が考案したふじさきグルメ

のNO.１を決める食の祭典。　藤崎町企画財

政課75‐3111

○７月19・20日　丑湯まつり（温湯温泉地区）

無病息災を願う伝統行事。特設会場でのイ

ベントで祭りムードを盛り上げます。　丑

湯まつり事務局54‐8322

○27日　浅瀬石川ダム湖ふれあいデー　浅

瀬石川ダム周辺で、ステージイベント・出店

などのさまざまな催しが楽しめます。　浅

瀬石川ダム管理所54‐8782

○27日　どろリンピック　夏休みの思い出

に、親子・友人同士で泥まみれになって楽し

みませんか。　田舎館村総合案内所「遊稲の

館」58‐4689

○８月上旬　藤崎町ねぷた合同運行　藤崎

地区、常盤地区それぞれ約10台のねぷたが出

陣し、町内を練り歩きます。　藤崎町商工会

75‐2370

○１～７日　弘前ねぷたまつり　武者絵な

どを題材とした大小約80台のねぷたが、市内

を勇壮・華麗に練り歩きます。　弘前市観光

政策課35‐1128

○１・３日　大鰐温泉ねぷたまつり合同運行

扇ねぷた約20台による合同運行。大鰐温泉

観光協会事務局(大鰐町役場企画観光課内)

48‐2111

○２・３日　平川ねぷたまつり2014　華やか

な踊りが加わる「平川ねぷた」。今年も高さ

11メートルの「世界一の扇ねぷた」が出陣。

平川市商工会44‐3055

○４日　第39回田舎館村ねぷた合同運行　

各地区の子どもからお年寄りまで参加し、村

内のねぷた約15台が出陣。　田舎館村中央

公民館58‐2250

○８～10日　2014りんご灯まつり　「ノレ

サ！ソレサ！」の掛け声で町内を練り歩く

『りんご山笠』は９日夕方に運行します。　

板柳町経済課地域振興係73‐2111

○14日　2014りんごの里いたやなぎ花火大

会　3,000発の花火が夏の夜空を彩ります。

板柳町商工会73‐3254

○14・15日(予定）　碇ヶ関御関所祭り　津軽

の表玄関の「関所」を舞台に、多彩な催し物を

開催。　平川市商工会碇ヶ関支所45‐2044

○15・16日　黒石よされ流し踊り　両日とも

約2,000人の踊り子が流し踊りを披露。飛び

入り参加もできます。　黒石よされ実行委

員会事務局52‐4316

○16日　大川原の火流し　精霊流しが起源

とされ歴史は約600年。現在は豊凶を占う行

事として毎年開催されます。　黒石市商工

観光課52‐2111、黒石観光協会52‐3488
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●―――広報　おおわに・平成26年６月号―――●

行事予報ＥＶＥＮＴ

６月
○大鰐町小学校体育祭

○万国ホラ吹き大会（石の塔登山／ホラ吹き大会・鰐come）

６日(金）

７日（土）

７月

■天候等による日程の変更にご注意ください。

○羽黒神社宵宮　　

○早瀬野宵宮

○大鰐町長選挙投票日（午前７時～午後８時）

○宿川原・蔵館宵宮

○日の出・前田ノ沢宵宮

○駒木・三ツ目内宵宮

○八幡館・九十九森・元長峰・折紙

○森山・高野新田・虹貝・虹貝新田宵宮

○唐牛・駒ノ台・居土宵宮

○苦木・島田宵宮

○長峰宵宮

○大円寺宵宮

　１日（火）

３日（木）

６日（日）

９日（水）

11日（金）

13日（日）

14日（月）

15日（火）

16日（水）

17日（木）

23日（水）

28日（月）

農地の借受希望者の募集と、農地の貸

付希望者の受付開始

～農地中間管理事業で有利に規模拡大を！～ 　公

益社団法人あおもり農林業支援センターでは、去

る３月19日に県から農地中間管理機構の指定を受

け、農地中間管理事業を実施しています。

　この事業は、経営規模を縮小する出し手農家か

ら機構（支援センター）が農地を借り入れ公募に応

募し、公表された規模拡大する受け手農家に、まと

まった農地を貸し付けるものです。

　受け手の公募は、６月下旬から実施し、機構（支

援センター）のホームページに掲載するほか、農林

課窓口に応募用紙を用意してありますので、是非

応募してください。応募は、５月末、７月末、10月

末、翌年１月末に取りまとめて翌月に公表するこ

とにしています。

　また、公募を開始し農地を機構に貸したい希望

者（出し手）についても、受付けを開始します。そ

の受付け開始時期は、７月中旬を予定しておりま

す。

　事業の要件など詳細については、農林課（農業委

員会）、機構又は機構中南地域担当へご相談くださ

い。

■お問い合わせは

○公益社団法人あおもり農林業支援センター

017－773－3131

○中南地域担当090－1490－1317

○大鰐町農林課48－2111（内線434・432）

○大鰐町農業委員会48－2111（内線421・422）

●農林課だより
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②相談事業（電話による相談も可能）

＊就業相談　通年

＊法律相談　毎月第３火曜日

＊母子相談　通年

■詳しくは　公益財団法人青森

県母子寡婦福祉連合会　青森市

中央3丁目20－30　県民福祉プラ

ザ３階017－735－4152・町保健

福祉課児童福祉係48－2111内

線303(野呂・菊池)

歯と口の健康週間

　６月４日～10日は歯と口の健

康週間です。

　20本の健康な歯が残っていれ

ば、ほとんど不自由なく食べるこ

とができます。「80歳で20本の歯

を残そう」というのが「8020運動」

です。

　24年度に行った大鰐町健康意

識調査では、80歳で20本以上の自

分の歯を有する者の割合は11.1

％で国（2 5 . 0％）の約１／２と

なっています。

　歯を失う原因のほとんどが、む

し歯と歯周病によるものです。

子どもが歯を失う最大の原因は

むし歯によるものですが、中高年

が歯を失う原因は歯周病にある

のです。

　歯周病は歯垢にすみついた細

菌が出す毒素によって歯周組織

に炎症がおこり、放って置くと歯

肉が化膿して血や膿が出て歯が

抜けてしまう病気です。

　以下の質問のうち、１つでもあ

てはまるものがある方は、歯周病

の可能性がありますので、歯の健

診を受けましょう。

①歯垢や歯石がたまっている。

②歯ブラシに血がつく。

③歯ぐきが腫れたり、歯ぐきの色

がかわっている。

■　お知らせ　■

④朝起きたときに、口がネバネ

バする。口の中が何となく不快

だ。

⑤他人に口が臭いと言われたり、

口臭に気づくことがある。

⑥体の調子が悪いとき、歯ぐき

が腫れたり、歯が浮いたりする。

⑦歯がぐらぐらして硬いものが

噛みにくい。

⑧歯ぐきが下がって、歯が長く

なっている。

⑨歯の間にものがはさまるよう

になった。

⑩歯ぐきを押すと膿が出る。

　町では満40歳、50歳、60歳、70歳

時の誕生月に、歯周疾患検診の

案内を郵送しています。費用は

無料ですので対象となられた方

は、ぜひ受診してください。

　いつまでも自分の歯でおいし

く食べ、健康に生活するために

毎日の歯磨きと定期的な歯科健

診を心がけましょう。

■詳しくは　保健福祉課健康推

進係48-2111内線307

個人事業税について

○納税義務者

　物品販売業、製造業、請負業な

ど一定の事業を営む個人の事業

主の方で、前年の事業収入から

必要経費・事業主控除額（年290万

円）等を差し引いた後の所得が

ある方に対して個人事業税が課

税になります。

○納税

　地域県民局県税部から郵送さ

れる納税通知書により、８月と

11月の２回に分けて納税してい

ただきます。税額が１万円以下

の場合には、８月に全額を納税

していただきます。

○納税の方法

　コンビニエンスストア、金融機

関をご利用ください。口座振替

の申し込みも受け付けています。

■詳しくは　青森県庁ホームぺ

－ジ「県税・市町村税インフォ

メーション」（http：//www.pref.

aomori.lg.jp/life/tax）をご覧に

なるか、中南地域県民局県税部課

税第一課32－1131内線378まで

お問い合わせください。

税務署からのお知らせ

　平成26年４月１日から「印紙税

法」が改正されています。

１.「領収証」等の非課税範囲が３

万円未満から５万円未満に拡大

されました。

２.「不動産譲渡契約書」及び「建

設工事請負契約書」の軽減措置が

延長されるとともに、適用範囲・

軽減額が拡充されました。

■詳しくは　国税庁ホームペー

ジwww.nta.go.jpをご覧ください。

大鰐町陸上競技協会から

のお知らせ

　第22回青森県民駅伝競走大会

（９月７日開催予定）に出場する

大鰐町代表選手の選考会を下記

のとおり開催します。出場希望

者は奮ってご参加ください。

開催日　平成26年６月28日（土）・

７月13日（日）　受付時間は午前

８時から８時30分

開催場所　大鰐中学校グラウンド

選考内容　走力測定･･･①一般・

高校男子５Km②高校生以上女子

３Km　スタート時刻は午前９時

出場申込み期限　平成26年６月

24日

■問合せ・申込みは　大鰐町陸上

競技協会090－1115－0170（植

田）
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農業者年金を受給されて

いるみなさん、現況届の

提出を忘れずに

　農業者年金を受給している方

は、毎年６月中に「現況届」を提出

することになっています。この

「現況届」は、農業者年金基金から

郵送されています（５月末頃）の

で、住所、氏名を自署のうえ、町農

業委員会に提出してください。

　※提出がないと年金の支給が

停止となる場合がありますので

ご注意ください。また、農業所得

の申告も忘れずに。

■詳しくは　大鰐町農業委員会

事務局48－2111内線422（藤田）

身体障害者「巡回診査」実

施について

　身体障害者の医学的判定と更

生に必要な総合的相談に応じ、援

護の万全を期することを目的に、

下記の日程で身体障害者の巡回

診査が実施されます。

【実施日等】

●対象となる障害者…肢体不自

由

実施日　平成26年７月７日（月）

場所　弘前市身体障害者福祉セ

ンター（弘前市八幡町１－９－

２）

受付時間　９：00～11：00

診査時間　９：30～12：00

持参する物　①身体障害者手帳

（手帳がある方のみ）②印鑑

その他　手帳を既にお持ちで再

認定が必要な方については、別途

お知らせします。

●巡回診査を受ける必要のある

者

１.身体障害者手帳をお持ちの方

で、再認定を要する方は必ず受診

のこと

２.身体障害者手帳の交付を受け

たい方（６月20日（金）までに町役

場保健福祉課へ連絡してくださ

い）

３.身体障害者手帳の障害程度変

更の診査を受けたい方

４.義肢・装具等の補装具（電動車

椅子の他、複雑な処方を要するも

のは除く）の交付、再交付、または

修理を必要とする方

　＊当日の診査で得られる情報

のみでは判定が出来ないことが

あります。

　また、身体障害者手帳の障害程

度再認定が必要な方は、指定医師

のいる医療機関においても再認

定診断書が作成できます。

■詳しくは　町役場保健福祉課

48－2111内線310・319（嘉瀬・石郷）

無料法律相談所開設のお

知らせ

　大鰐町では、いろいろな問題で

困っている方々のために弁護士

を招いて、無料法律相談所を開設

しますのでお気軽にご相談くだ

さい。

　相談は下記の日時、場所で実施

します。

日時　平成26年６月27日（金）午

前10時～正午

場所　大鰐町中央公民館　３階

小会議室

相談員　青森県弁護士会会員　

弁護士　山川理宏

　相談の内容等については、秘密

厳守ですのでご安心ください。

　※相談を受けることができる

方は、４名以内となっておりま

す。申し込み順としております

のでご了承下さい。

■詳しくは　町役場保健福祉課

48－2111内線303（野呂・嘉瀬）

母子家庭・寡婦自立支援

について

　平成26年度母子家庭の母及び

寡婦の自立を支援するために次

のとおり講習会及び相談事業を

実施します。

①母子家庭等就業支援講習会（母

子・寡婦）

＊介護職員初任者研修課程

会場　弘前市

講習開催期間（日中）　平成26年

８月～９月の平日

募集期間　平成2 6年７月2 5日

（金）～８月８日（金）

＊調理師試験準備講習会（母子・

寡婦・父子）

会場　弘前市

日程　平成26年７月中旬予定

募集期間　平成2 6 年６月２日

（金）～13日（金）

＊父子家庭キャリアアップ講習

会：パソコン講習会

会場　弘前市

講習開催期間（夜間）　平成26年

９月～11月上旬

募集期間　平成2 6年７月2 5日

（金）～８月８日（金）

　各講習会とも定員あり。

　受講料は無料となるが一部教

材費・受験料が自己負担のものも

あり。

②

●―――広報　おおわに・平成26年６月号―――●
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■　お知らせ　■



















































































































（ボランティア保険等）に加入し

ていない方は、氏名、生年月日、住

所、連絡先等通知のうえ下記まで

お申込みください。なお、団体で

申し込む場合は各団体で取りま

とめをお願いします。

締切　平成26年６月16日（月）

■問合せ・申込先　あじゃら公園

管理事務所（雨池スキーコミュニ

ティセンター内）49－1023（渡

邊）

自動車税の納付はお早め

に

　県では、６月上旬に自動車税の

納税通知書をお送りしています。

　今年度の自動車税の納期限は

６月30日（月）です。お早めに、お

近くのコンビニエンスストアや

金融機関又は県税部で納めてく

ださい。

●納める人　県内に主たる定置

場がある自動車の４月１日現在

における自動車登録上の所有者

（割賦販売などで自動車販売店が

所有権を留保している場合は、自

動車の使用者）

●主な納付場所　全国の主なコ

ンビニエンスストア／県内の銀

行・信用金庫・農協等の本支店／

東北地方の郵便局　※納期限を

経過したときは、コンビニエンス

ストアで取扱いできない場合が

ありますのでご注意ください。

　※口座振替の申し込みをされ

た方は、納期限の日が振替日とな

ります。　※インターネット上

の専用サイト「Yahoo！公金支払

い」から、納税通知書に記載され

ている「納付番号」と「確認番号」

やクレジットカードの番号など

を入力し、手続きをしていただく

ことで、クレジットカードで自動

車税を納付できます（手数料が

324円かかります）。

●納税通知書には納付後に納税

証明書となる用紙が添付されて

います。自動車の継続検査（車

検）の際に使用できますので、大

切に保管してください。

●東日本大震災により滅失又は

損壊した自動車の代替取得自動

車について、自動車取得税・自動

車税が非課税となる場合があり

ます。

■問い合わせは　自動車税につ

いての詳しい内容やご不明な

点、納税通知書が届かない場合

などは、中南地域県民局県税部

納税管理課（代表）32－1131内

線231、333（直通）32－4341

土砂災害警戒区域等の解

除及び指定について

　大鰐町においては、土砂災害

防止法に基づく現地調査を行

い、平成18年度に土砂災害警戒

区域等の区域指定が完了し警戒

避難体制の整備を進めてまいり

ました。

　この度、法律による５年が経

過しましたので、地形の改変や

社会情勢の変化を反映させるべ

く、２巡目の基礎調査の実施に

より、土砂災害警戒区域等が解

除及び指定となりました。

　土砂災害警戒区域等の解除及

び指定の区域については、青森

県報により告示となり、公示図

書は青森県県土整備部河川砂防

課及び中南地域県民局地域整備

部に備えおいて縦覧に供してお

りますが、大鰐町建設課におい

ても縦覧できますのでお知らせ

いたします。

　土砂災害（急傾斜地の崩壊・土

石流・地すべり）から身を守るに

は、危険箇所や避難場所の確認、

さらには早めの避難が大事とな

りますので日頃から土砂災害に

対する認識を深めましょう。

■詳しくは　町役場建設課48

－2111 内線442・443（加川・田中）

65歳以上の方を対象とし

た健康自立度に関する調

査(基本チェックリスト)

ご協力のお願い

　町では、住み慣れた地域で、健

康で元気に生活していただける

よう、「介護予防事業」に取り組ん

でいます。

　今回の調査は、介護予防が必要

な方に、その方に合った内容をご

案内するために、日常生活に必要

な生活機能の低下がみられない

かどうか、確認することを目的と

して年１回行います。

　期日までに返送いただいた方

には、「結果アドバイス票」や「介

護予防事業のご案内」をお送りい

たしますので、お役立てくださ

い。

調査対象　介護認定を受けてい

ない65歳以上の方　＊５月に実

施いたしました日常生活圏域

ニーズ調査にご回答いただいた

方は、生活機能状況を把握済みで

すので、今回は送付いたしませ

ん。

調査方法　対象となる方には６

月中旬に個人あてに郵送いたし

ます。　

提出方法　同封の封筒で返送（切

手は貼らずにご投函ください）

提出期日　平成26年６月末まで

■詳しくは　町役場保健福祉課

地域包括支援係48－2111（内線

331）鈴木
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●―――広報　おおわに・平成26年６月号―――●

後期高齢者医療被保険者

のみなさまへ

●健康診査を受けましょう

・健康づくりや生活習慣病の早

期発見のため、健康診査を受けま

しょう。（生活習慣病で服薬治療

中の方でも受診することができ

ます。）

・健康診査は１年１回無料で受

診できます。（がん検診等と併せ

て受診する際は、別途費用がかか

る場合もあります。）

・６月、７月に町総合福祉セン

ターで行われる町の集団健診を

するか、又は個別に医療機関で受

診する個別健診かどちらかを受

診することができます。（事前に

送付されている特定健診受診可

能医療機関一覧を参照して下さ

い。）

■詳しくは　町役場保健福祉課

国保係48－2111内線317・318

夏季町民登山教室

　大鰐山岳会では、下記のとおり

夏季町民登山教室の参加者を募

集致します。

目的地　北八甲田小岳（青森市・

標高1,478m）

日時　平成26年７月６日（日）

集合場所　旧ＪＡ大鰐支店前　

午前６時45分まで集合　午前７

時出発

参加料　大人2,000円　小・中学

生1,000円

参加資格　小学５年生以上（小・

中学生は家族同伴が原則）・大人

満70歳まで。(但し、山登りの経験

者については年齢に拘らない。)

心臓病及び高血圧症治療の方は

ご遠慮ください。

申し込み場所　大鰐町大字大鰐

字湯野川原92番地　成田章一ま

で48－2843

締切　平成26年６月27日（金）

携行品　山歩きに適した服装で、

以下のものを携行すること。登

山靴・雨具・ヤッケ・着替下着一

式・水筒・軍手・昼食・予備食ほ

か。

　※当日雨天の場合は予定コー

スを変更いたします。

■詳しくは　大鰐山岳会　成田

章一48－2843

①第35回町民バドミント

ン大会のご案内

主催 大鰐町体育協会、大鰐バド

ミントン協会

後援 大鰐町教育委員会、大鰐町

体育指導員協議会

期日　平成26年７月６日（日）開

会式８時30分・試合開始９時

会場　大鰐小学校体育館

種目　ダブルス個人戦①男女ダ

ブルス②初心者ダブルス③混合

ダブルス④学生の部（オープン）

参加資格　大鰐一般町民（大鰐に

職籍のある方も可）

参加料　１ペア1,000円（保険料

を含む）、学生は無料

競技方法　21ポイント・３ゲーム

マッチ・分割リーグ・決勝トーナ

メント方式

締切　６月30日（月）午後４時

表彰　男女ダブルス優勝ペアに

は町長杯、初心者ダブルス優勝ペ

アには教育長杯、混合ダブルス優

勝ペアには体育協会長杯を授与

（いずれも持ち回り）

その他　①服装は運動着とズッ

ク②エントリーは一人１種目に

限る③申し込みは二人１組で参

加料を添えて申し込んでくださ

い。

②あじゃらジュニアバド

ミントンクラブのご案内

　大鰐町バドミントン協会では、

小学生を対象に通年でジュニア

バドミントンクラブを開催して

います。練習は毎週火曜日と隔

週の木・金曜日の19時から大鰐中

体育館にて。来館の事前申込み

は島内俊二まで

■詳しくは　島内俊二090－

7063－4298、坂本府隆（坂本靴履

物店方）48－4193

スキー場支援ボランティ

ア（草刈り）のお願い

　大鰐温泉スキー場の環境整備

（ゲレンデ整備、草刈り）実施に

あたり、ボランティアを募集しま

す。

期日　平成26年６月21日（土）午

前中、小雨決行

集合　雨池スキーコミュニティ

センター（午前８時まで集合）

活動　ゲレンデの柴・草刈り（雨

池国際コース中間地点より下側

付近を予定）

持ち物　草刈り機（肩がけ）は各

自持参をお願いします。（無い方

には貸出機を10台程用意してい

ますが、事前の連絡をお願いしま

す。燃料等は当方で準備しま

す。）

その他　参加者はボランティア

としてお願いするため、傷害対策

■
６
月
は
町
民
税
・
県
民
税
（
普
通
徴
収
分
）
１
期
の
納
期
で
す
。

①
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行 

 

大
鰐
町
役
場
（
〒
〇
三
八
―
〇
二
九
二 

 

青
森
県
　
　
　
　
南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐
字
羽
黒
館
五
番
地
三
）
　
　
　
　
　
　
編
集 

 

企
画
観
光
課
　

〇
一
七
二
―
四
八
―
二
一
一
一
（
代
）

戸
籍
の
窓
口
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■
青
森
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー


０
１
７
―
７
２
２
―
３
３
４
３

■
弘
前
市
市
民
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー


０
１
７
２
―
３
４
―
３
１
７
９

■
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン


０
５
７
０
―
０
６
４
―
３
７
０

消費生活のご相談は

暮
ら
し
の
情
報
【
消
費
者
か
ら
の
相
談
事
例
】
　
見
守
り
新
鮮
情
報
第
１
８
６
号

大鰐町の人口と世帯数

平成26年４月末日現在

　　人  口　　　10,692人

　　前月比　　　（－９）

    　　男　　　4,921人

    　　女　　　5,771人

    世帯数    4,276世帯

　　前月比　　　（－ 13）

■
４
月
受
付
分

【地区・居土】

外崎英一・亜貴子さんの子

とう ご

桃伍ちゃん

（平成25年６月８日生まれ）

外
　
崎
　
サ
　
ヨ
（
88
歳
）
唐
牛

三
　
上
　
正
　
春
（
66
歳
）
大
鰐
５
Ｂ

山
　
内
　
雪
　
枝
（
84
歳
）
大
鰐
７
Ｃ

お
く
や
み
も
う
し
ま
す

亡
く
な
っ
た
人
（
年
齢
）
地
区
名

藤
　
田
　
キ
ク
ヱ
（
82
歳
）
唐
牛

島
　
内
　
ミ
　
ヨ
（
79
歳
）
蔵
館
１

佐
　
藤
　
勢
　
勇
（
72
歳
）
大
鰐
５
Ｂ

土
　
田
　
祥
　
二
（
71
歳
）
大
鰐
５
Ｂ

下
　
山
　
順
　
三
（
80
歳
）
森
山

木
　
田
　
三
智
四
郎
（
77
歳
）
宿
川
原

小
笠
原
　
哲
　
郎
（
72
歳
）
居
土

畑
　
山
　
キ
ヨ
ヱ
（
83
歳
）
八
幡
館

髙
　
橋
　
　
　
雄
（
73
歳
）
苦
木

困ったとき、
悩んだときは
■消費者ホットライン
0570－064－370

とう ご

ぼくの名前は桃伍です

３人兄弟の末っ子で

いつもお兄ちゃん達が

遊んでくれます

どうぞよろしくお願いします

は
く

松
　
山
　
　
伯
　（
男
・
友
広
）元
長
峰

し
ん

の

す
け

新
　
谷
　
真
之
介（
男
・
優
）蔵
館
５
Ｂ

り

ほ

蝦
　
名
　
里
　
穂（
女
・
勇
輝
）大
鰐
10

「
災
い
が
起
こ
る
」
と
言
わ
れ
て
不
安
に
な
っ
て
…

開
運
商
法
の
ト
ラ
ブ
ル
！

　
雑
誌
の
広
告
を
見
て
９
千
円
の
開
運
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
を

購
入
し
た
。
後
日
そ
の
業
者
か
ら
電
話
が
あ
り
、「
名
前
を

書
い
て
こ
ち
ら
に
送
れ
ば
霊
能
者
が
運
勢
を
み
る
」
と
言
わ

れ
た
。
試
し
に
送
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、「
先
祖
の
供
養
を
し

た
ほ
う
が
よ
い
。
し
な
い
と
親
や
子
ど
も
に
災
い
が
降
り

か
か
る
」
な
ど
と
言
わ
れ
、
洗
脳
さ
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
50

万
円
振
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
も
祈
と
う
が
必
要

だ
と
言
わ
れ
、３
０
０
万
円
振
り
込
む
よ
う
に
要
求
さ
れ
た
。

「
誰
か
に
言
う
と
、
そ
の
人
に
も
災
い
が
起
こ
る
の
で
話
し

て
は
い
け
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
に
高
額
な

請
求
に
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
始
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
60
歳
代
女
性
）

■
ひ
と
こ
と
助
言

　
雑
誌
広
告
な
ど
を
見
て
開
運
グ
ッ
ズ
を
購
入
し
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
、
祈
と
う
サ
ー
ビ
ス
な
ど
関
連
商
品
の
契
約

を
さ
せ
ら
れ
る
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
が
依
然
と
し
て
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
事
例
の
他
に
も
、「
あ
な
た
の
邪
気
が
強
す
ぎ
て
偉
い
お

坊
さ
ん
に
祈
と
う
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
」「
お
は
ら
い

を
す
れ
ば
大
金
が
手
に
入
る
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
高
額
な
料

金
を
支
払
っ
て
し
ま
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　
お
金
を
多
く
払
う
こ
と
で
運
が
開
け
た
り
幸
せ
に
な
っ

た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
、
不
安
を
あ
お
る

よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
も
き
っ
ぱ
り
断
り
ま
し
ょ
う
。

　
電
話
で
勧
誘
さ
れ
て
契
約
し
た
祈
と
う
サ
ー
ビ
ス
や
商

品
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
等
が
で
き
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　
困
っ
た
と
き
は
、
お
住
ま
い
の
自
治
体
の
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

お
誕
生
お
め
で
と
う

お
子
さ
ん
（
父
ま
た
は
母
）
地
区
名


